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※ 定年退職者のうち、２名 

平成２９年度において再任用 

島牧村における人事行政の運営等の状況について 

 

地方公務員の人事行政の運営の公平性・透明性を高める観点から、地方公共団体の長は、

「職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修等の人事行

政の運営状況等について」を公表することが、地方公務員法により義務付けられておりま

すので、その内容について公表するものです。 

 

１ 職員の任免及び職員数について 

 （１）採用者数（平成２８年度） 

職 種 大学卒 短大卒 高校卒 その他 計 

一般行政職 ４    ４ 

その他      

計 ４    ４ 

 

（２）退職者数（平成２８年度） 

 

  

 （３）職員数の状況（各年４月１日現在） 

          区 分 

部 門 

職  員  数 対前年 

増減数 
定数 増減理由 

平成27年 平成28年 

普通会計 

部門 

一 

般 

行 

政 

部 

門 

議会 

総務 

税務 

民生 

衛生 

農林水産 

商工 

土木 

 2 

17 

 2 

 8 

10 

 6 

 1 

 2 

 2 

16 

 2 

 8 

11 

 7 

 1 

 2 

 

△1 

 

 

1 

1 

 

 

2 

 

 

 

56 

 

 

 

 

欠員不補充 

 

 

欠員補充 

体制強化 

 

 

計 48 49 1 58  

教育部門  5  5   8  

小 計 53 54 1 66  

公営企業 

等部門 

国民健康保険 

簡易水道 

下水道 

 1 

 2 

 2 

 1 

 2 

 2 

 

 

 

（一般行政

に含む） 

 

小 計  5  5   

合 計 58 59 1 66  

 ※ 職員数は一般職を計上 

職 種 定 年 勧 奨 満 了 自己等 計 

一般行政職 ３ １  １ ５ 

その他 ２    ２ 

計 ５ １  １ ７ 
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 （４）人事評価の状況 

区       分 管理職員 一般職員 

 人事評価を実施した ○ ○ 

 

標準に加え、上位及び下位の区分も適用   

標準に加え、上位の区分も適用   

標準に加え、下位の区分も適用   

標準の区分のみ適用 ○ ○ 

 人事評価を実施していない   

 

２ 職員の給与について 

 （１）人件費の状況（一般会計決算見込） 

区 分 
住民基本台帳人口 

（２９年３月３１日） 

歳 出 額 

Ａ 

人 件 費 

Ｂ 

人件費率 

Ｂ／Ａ 

平成２８年度 １，５１９人  2,594,419千円  600,968千円  23.2% 

 

 （２）職員給与費の状況（一般会計決算見込） 

職員数  

Ａ 
給   料  職員手当  

期末・ 

勤勉手当  

計 

Ｂ 

１人当たり 

給与費 B/A 

５４人  191,410千円  50,733千円  73,313千円  315,456千円  5,842千円  

 

 （３）職員の平均給料月額等の状況（平成２８年４月１日現在） 

区分 平均給料月額  平均年齢  

一般行政職  302,800円  41歳6カ月  

 

 （４）職員の初任給の状況（平成２８年４月１日現在） 

区    分 島牧村  国 

一般行政職 
大 学 卒 176,700円 176,700円 

高 校 卒 144,600円 144,600円 

 

 （５）職員の期末・勤勉手当の状況（平成２８年４月１日現在） 

区  分  

島牧村  国 

期末手当  

（月分） 

勤勉手当  

（月分） 

計  

（月分） 

期末手当  

（月分） 

勤勉手当  

（月分） 

計  

（月分） 

６月期 1.225 0.850 2.075 1.225 0.850 2.075 

１２月期 1.375 0.850 2.225 1.375 0.850 2.225 

計 2.600 1.700 4.300 2.600 1.700 4.300 

役職段階別  

加算措置  
有 有  
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 （６）職員の退職手当の状況（平成２８年４月１日現在） 

区分  

島牧村  国 

自己都合  

（月分） 

勧奨・定年  

（月分） 

自己都合  

（月分） 

応募・定年  

（月分） 

勤続２０年 20.445 25.55625 20.445 25.55625 

勤続２５年 29.145 34.58250 29.145 34.58250 

勤続３５年 41.325 49.59000 41.325 49.59000 

最高限度  49.590 49.59000 49.590 49.59000 

 

 （７）職員の時間外手当の状況（一般会計） 

区  分 平成２７年度  平成２８年度  前年比較  

支給総額 10,007千円 11,452千円 1,445千円 

職員１人当たり平均支給年額 303千円 382千円 79千円 

 

 （８）その他職員手当の状況（平成２８年４月１日現在） 

手 当 名 内容及び支給単価月額 
国の制度 

との異同 

国の制度と 

異なる内容 

支給実績 

（28年度見込） 

扶養手当  

扶養親族のある職員 

配偶者           13,000円 

その他            6,500円 

16～22歳の年度の子   5,000円 

同  3,988千円 

住居手当  
借賃12,000円を超える家賃 

（手当上限27,000円） 
同  0千円 

通勤手当  

自家用車利用職員 

１km当たり30円 

月額22日分 

異 
通勤距離に

応じて支給 
2,946千円 

管理職手当 

管理・監督の地位にある職員 

課長等           40,000円 

主幹等           30,000円 

異 定額 7,920千円 

寒冷地手当 

11月～3月に支給 

扶養親族がある世帯主 23,360円 

その他世帯主       13,060円 

その他            8,800円 

同  3,998千円 

 

３ 特別職の報酬等の状況（平成２８年４月１日現在） 

区 分 給料月額 期末手当 区 分 報酬月額 期末手当 

村 長 630,000円 ６月期 1.90月分 議 長 230,000円 ６月期 1.90月分 

副村長 550,000円 12月期 2.05月分 副議長 180,000円 12月期 2.05月分 

教育長 515,000円  計  3.95月分 委員長 161,000円  計  3.95月分 

  役職加算あり 議 員 155,000円 役職加算あり 
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４ 職員の勤務時間その他の勤務条件について 

 （１）勤務時間の状況（平成２８年４月１日現在） 

始 業 終 業 休憩時間 閉  庁  日 

８時４５分 １７時３０分 １時間 

土曜日及び日曜日 

国民の祝日に関する法律に規定する休日 

１２月３１日～１月５日 

 ※ 保育所や診療所などは異なった勤務形態となっています。 

 

 （２）休暇等の種類と内容（平成２８年４月１日現在） 

区  分 内       容 

年次有給休暇 １年に２０日及び最大２０日分の前年分残日数 

病 気 休 暇 負傷又は疾病のため療養する必要がある日数 

特 別 休 暇 

（主なもの） 

・結婚    ５日 

・忌引    死亡した親族の続柄により１日～１０日 

・産前産後  出産予定日の８週間前の日から出産の日後８週間まで 

・夏季休暇  ３日 

介 護 休 暇 

配偶者、父母、子、配偶者の父母等で負傷、疾病又は老齢により日常

生活を営むのに支障がある者の介護をする場合 

 連続する２週間以上６月以内 

育 児 休 暇 子が３歳に達するまでの期間 

 

 （３）年次有給休暇等の取得状況（平成２８年１月～１２月） 

総付与日数 総取得日数 対象職員数 平均取得日数 消化率 

２，４４９日 ６９１日 ７４人 ９．３日 ２８．２％ 

 

４ 職員の分限及び懲戒処分について（平成２８年度） 

区 分 内      容 処分状況 

分限処分 

勤務実績が良くない場合、心身の故障のため職務の遂行に支障が

ある場合など、公務能率を維持することを目的として行われる不

利益処分であり、免職・降任・休職・降給の４種類がある。 

なし 

懲戒処分 

職務上の義務違反、公務員としてふさわしくない非行がある場合

などに、道義的責任を問うことにより、公務における規律と秩序

を維持することを目的として行われる不利益処分であり、戒告・

減給・停職・免職の４種類がある。 

なし 

 

５ 職員の服務状況について 

地方公務員法において、「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤

務し、かつ、職務の遂行に当っては、全力をあげてこれに専念しなければならない」と

規定されています。また、法令及び上司の職務命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、

職務専念義務、秘密を守る義務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止などさまざまな

義務や制限が課せられています。 
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６ 職員の退職管理について 

  地方公務員法において、退職した職員が営利企業等に再就職した場合、退職前５年間

に在職していた部署職員への働きかけや、その職員が決定した契約、処分に関する現職

職員への働きかけが禁止されています。 

 

７ 職員の研修状況について（平成２８年度） 

種 類 内   容 対象者 終了者 

電話応対＆ 

接遇マナー 

正しい日本語の習得、電話応対マナーとトーク技術の

レベルアップを図る。 
新規採用 ２名 

新 規 採 用 

基 礎 

町村職員としての自覚と意識の確立を図り、執務上必

要な基礎的知識を習得させ、公務処理の適応力を養う。 
新規採用 ４名 

初 級 
組織人としての意欲の高揚と能力開発を促し、執務上必

要な基礎知識を習得及び公務能力の発揮、増進を図る。 
採用２年目 ４名 

中 級 
中級職員としての役割、仕事の進め方、問題解決法等

職務遂行に必要な基礎的能力の向上を図る。 
採用５年目 １名 

法 務 
法務知識の学習及び事例研修により、問題解決手法の

向上を図る。 
中堅職員 ３名 

指 導 能 力 
監督者に求められる基本的な役割と責務・能力につい

て学び、管理者としての総合力向上を図る。 
係長等 ２名 

管 理 能 力 
管理者に必要なマネジメントの基礎を学び、職場で重

要な状況判断・方向付け等について実習する。 
主幹等 ３名 

新任管理者 
組織を統轄するために必要な知識、労務管理、法律問

題等の基礎を学ぶ。 
課長等 ４名 

 

８ 職員の福利厚生のための各種団体及び利益の保護状況について 

 （１）職員の福利厚生のための各種団体の設置状況 

  ・北海道市町村職員共済組合 

事業の種類 事    業    内    容 

短期給付事業 
組合員とその家族の病気・けが・出産・死亡などの事故に対して、 

給付する事業 

長期給付事業 組合員が退職したときの年金給付などの事業 

福 祉 事 業 
組合員とその家族の福祉と健康の増進を図るための事業 

（住宅建設資金等貸付、疾病予防対策など） 

 

  ・北海道市町村職員福祉協会 

事業の種類 事    業    内    容 

医療給付事業 
退職会員等が自己負担として支払った医療費の給付、入院見舞金、

死亡弔慰金の支給等 

貸 付 事 業 一般資金、育英資金の貸付等 

福利厚生事業 入院一時金、出産祝金、宿泊施設利用助成等 

公費負担  平成２８年度実績 １８１千円 
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（２）職員は、公平委員会（管内共同設置）に対して、給与、勤務時間その他の勤務条

件に関する措置の要求や、不利益な処分についての不服申立てを行うことができま

す。公平委員会では要求の審査及び不服申立てに対する裁決を行うなどの必要な措

置を執ります。 

・不利益処分に関する不服申立て  平成２８年度実績 なし 

 

 

この公表に関する問い合わせ先        

島牧村役場 総務課総務係 ７５－６２１１ 


